
八千代都市計画地区計画の変更（八千代市決定） 

 

都市計画 西八千代北部北地区 地区計画を以下のように変更する。 

名   称 西八千代北部北地区 地区計画 

位   置 八千代市緑が丘西六丁目，七丁目及び八丁目の各一部 

面   積 約 8.8ha 
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地区計画の

目標 

 

本地区は，八千代市の西部，東葉高速鉄道八千代緑が丘駅の北西に位置し， 

良好な市街地の形成を目的とした西八千代北部特定土地区画整理事業により

都市基盤が整備された区域の一部の地区である。 

 土地区画整理事業で整備された区域には，地区中央を縦断する（仮称）幕

張千葉ニュータウン線の一部である都市計画道路３・３・２７号八千代西部

線と，地区北部を横断する国道２９６号バイパスの一部となる都市計画道路

３・２・１７号八千代中央線が配置され交通の要衝としての特性を持ち，区

域の南東側は東葉高速鉄道八千代緑が丘駅を中心とした市街地に隣接するこ

とから，中心市街地としての特性を併せ持っている。 

このような条件下にある本地区は，これら特性を活かした市街地が形成さ

れつつあり，地区計画の導入により，健全かつ良好な居住環境を有する市街

地の形成を誘導し，これを維持・保全することを目標とする。 

 

土地利用の

方針 

 

計画的なまちづくりのもと，本地区の特性に応じた良好な環境を誘導する

ため，本地区の土地利用の方針を以下のとおりとする。なお，本地区には，

生活環境の保全に特に配慮を有する区域があるため，適切な土地利用を誘導

する。 

１．計画Ａ地区 

   計画的施設用地として，工業・業務・商業施設及び住宅等の複合的施 

設の誘導を図る。 

２．計画Ｃ地区 

   生活環境の保全に配慮しつつ，工業・業務施設等の誘導を図る。 

３．計画Ｄ地区 

   生活環境の保全に配慮しつつ，業務・商業施設等の誘導を図る。 

 

地区施設の

整備の方針 

 

計画Ａ地区について，北側の隣地境界（市街化区域と市街化調整区域との

区分界）線から５ｍについては，土地利用上の緩衝空間として地区施設（そ

の他の公共空地）を設ける。 

 

建築物等の

整備の方針 

 

本地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき，建築物等の整備の方針を

以下のように定める。 

１．業務を主体とした土地利用の誘導を図るため，建築物等の用途の制限を

定める。 

２．地区外（地区北側）の土地利用に配慮して，壁面の位置の制限を定める。 
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